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（提案１） 

日本学術会議の運営に関する内規（平成１７年１０月４日日本学術会議第１回幹事会決定）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（小委員会） 

第１６条 常置又は臨時の委員会の分科会に、別に幹事会

が定めるところにより、小委員会を置くことができる。 

２ 小委員会の委員には、その小委員会が置かれる分科会

の構成員以外の者を含めることができる。 

３ 当分の間、小委員会の委員に対する手当及び旅費は支

給しない。  

（小委員会） 

第１６条 分野別委員会の分科会に、別に幹事会が定めると

ころにより、小委員会を置くことができる。 

２ 小委員会の委員には、その小委員会が置かれる分科会

の構成員以外の者を含めることができる。 

３ 当分の間、小委員会の委員に対する手当及び旅費は支

給しない。  

附 則 

この決定は、決定の日から施行する。 

資料５－別添１
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（提案２） 

東日本大震災復興支援委員会運営要綱（平成２３年１０月５日日本学術会議第１３８回幹事会決定）の一部を次のように改正する。 
改正後 改正前 

 

（設置） 

第１ 東日本大震災復興支援委員会（以下「委員会」という。）は、

日本学術会議会則第１６条第１項に基づく幹事会の議決により置

かれる委員会として幹事会に附置する。 

 

 （略） 

 

（分科会等） 

第４ 委員会に、次の表のとおり分科会及び小委員会を置く。 
分科会等 調査審議事項 構成 設置期限

（略） （略） （略） （略） 
福島復興支援分

科会 
福島県ならびに関連

した地域の産業と雇

用復興の戦略、福島県

の公民連携による災

害に強いまちづくり

の審議に関すること 

会長及び会長

の指名する副

会長並びに会

員又は連携会

員 20 名以内 

平成26年

9 月 30 日

 被災者生活再

建小委員会 
原子力災害によって

避難を余儀なくされ

ている福島の被災地

の復興と被災者の生

10名以内の会

員、連携会員

又は会員若し

くは連携会員

平成26年

9 月 30 日

 

（設置） 

第１ 東日本大震災復興支援委員会（以下「委員会」という。）は、

日本学術会議会則第２５条に基づく委員会として幹事会に附置す

る。 

 

 （略） 

 

（分科会） 

第４ 委員会に、次の表のとおり分科会を置く。 

分科会 調査審議事項 構成 設置期限 
（略） （略） （略） （略） 

福島復興支援分

科会 
福島県ならびに関連

した地域の産業と雇

用復興の戦略、福島県

の公民連携による災

害に強いまちづくり

の審議に関すること 

会長及び会長

の指名する副

会長並びに会

員又は連携会

員 20 名以内 

平成 26 年

9 月 30 日 

 

 

（新規設置） 
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活再建に関する課題

についての提言素案

の作成に関すること 

以外の者 

（略） （略） （略） （略） 
 
（略） 
 

 
 
 

（略） （略） （略） （略） 
 

 （略） 

  附 則 

この決定は、決定の日から施行する。 
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東日本大震災復興支援委員会福島復興支援分科会 

小委員会の設置について 

 

 

分科会等名：被災者生活再建小委員会  

１ 所属委員会名 東日本大震災復興支援委員会 

２ 委員の構成 10 名以内の会員、連携会員又は会員若しくは連携会員以外の者 

３ 設 置 目 的 原子力災害によって避難を余儀なくされている福島の被災地の

復興と被災者の生活再建に関する課題について、福島の状況に詳

しい有識者を中心として委員を編成し、福島を中心として会議を

開催する等により、地元の実情を適切に反映した提言素案を作成

するため。 
 

４ 審 議 事 項 原子力災害によって避難を余儀なくされている福島の被災地の

復興と被災者の生活再建に関する課題についての提言素案の作

成に関すること。 

５ 設 置 期 間 
時限設置 平成２５年１２月１７日～平成２６年９月３０日 

常設 

６ 備    考 ※新規設置 
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【小委員会】 
○委員の決定（新規１件） 

 
（ 東日本大震災復興支援委員会 福島復興支援分科会 被災者生活再建小委員会 ） 
 氏   名    所  属  ・  職  名  備  考 

山川 充夫 帝京大学経済学部教授 第一部会員 

千葉 悦子 福島大学行政政策学類教授 連携会員 
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（提案３） 
 

【幹事会附置委員会】 
○委員の決定（新規１件） 

 
（ フューチャー・アースの推進に関する委員会 持続可能な発展のための教育と人材育成の

推進分科会 ） 
氏   名 所  属  ・  職  名 備 考 推 薦 

花木 啓祐 東京大学大学院工学系研究科都市工学

専攻教授 第三部会員 第三部 

氷見山幸夫 北海道教育大学教育学部教授 第三部会員 第三部 

井田 仁康 筑波大学人間系教授 連携会員 副会長 

武内 和彦 東京大学サスティナビリティ学連携研

究機構教授 連携会員 副会長 

中静  透 東北大学大学院生命科学研究科教授 連携会員 第二部 

林  良嗣 名古屋大学交通都市国際研究センター

長 連携会員 副会長 

宮寺 晃夫 筑波大学名誉教授 連携会員 第一部 

毛利  衛 独立行政法人科学技術振興機構日本科

学未来館館長 連携会員 副会長 

山形 俊男 独立行政法人海洋研究開発機構横浜研

究所アプリケーションラボ所長 連携会員 第三部 
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（提案４） 

 

高レベル放射性廃棄物の処分に関するフォローアップ検討委員会設置要綱（平成２５年５月３１日第１７３回幹事会決定）の一部を次のように

改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（略） 

 

（設置期限） 

第４ 委員会は、平成２６年５月３０日まで置かれるものとする。 

 

（分科会） 

第５ 委員会に、次の表のとおり分科会を置く。 

分科会 調査審議事項 構成 

暫定保管に関す

る技術的検討分

科会 

 

高レベル放射性廃棄物の暫定保

管に係るシナリオの想定(保管対

象、保管規模、保管期間等)、シ

ナリオに対応する暫定保管施設

の形態と要求される基本技術仕

様、立地条件、経済性等の検討、

保管期間中の安全確保に関する

検討、保管期間中に行うべきこと

と保管後の措置に関する検討に

関すること 

９名以内の

会員又は連

携会員 

 

暫定保管と社会

的合意形成に関

する分科会 

高レベル放射性廃棄物の暫定保

管に関する社会的に妥当な規範

的基準、議論の進め方と合意形成

手続き、取り組み態勢と担当組織

のあり方に関すること 

１３名以内

の会員又は

連携会員 

 

（略） 

 

（設置期限） 

第４ 委員会は、平成２６年５月３０日まで置かれるものとする。 

 

（分科会） 

第５ 委員会に、分科会をおくことができる。 
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（略） 

 

（略） 

附 則 
この決定は、決定の日から施行する。 
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高レベル放射性廃棄物の処分に関するフォローアップ検討委員会分科会

の設置について 

 

 

分科会等名：暫定保管に関する技術的検討分科会 

 

１ 所属委員会名 高レベル放射性廃棄物の処分に関するフォローアップ検討委員会 

２ 委員の構成 ９名以内の会員又は連携会員 

３ 設 置 目 的 平成 24 年 9 月に取りまとめた回答「高レベル放射性廃棄物の処

分について」において、高レベル放射性廃棄物(使用済核燃料と再

処理後のガラス固化体の双方を想定)の暫定保管を提案したが、保

管期間は数十年から数百年としており、保管の具体的技術的方法に

ついては検討を行っていなかった。そこで、本分科会では、暫定保

管のシナリオ(保管対象、保管規模、保管期間等)を想定し、地上保

管、浅層地下保管、深層地下保管などの様々な暫定保管の形態や、

それぞれの形態に応じた施設の基本的設計概念と立地条件検討、経

済的な評価、安全性に関わる課題、保管期間中に行うべきこと等に

ついて審議し、学術的に合意できる暫定保管のありようを提示す

る。 

４ 審 議 事 項 高レベル放射性廃棄物の暫定保管に係るシナリオの想定(保管対

象、保管規模、保管期間等)、シナリオに対応する暫定保管施設の

形態と要求される基本技術仕様、立地条件、経済性等の検討、保管

期間中の安全確保に関する検討、保管期間中に行うべきことと保管

後の措置に関する検討に関すること 

５ 設 置 期 間 時限設置 平成 25 年 12 月 17 日～平成 26 年５月 30 日 

常  設 

６ 備    考 ※新規設置 
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高レベル放射性廃棄物の処分に関するフォローアップ検討委員会分科会

の設置について 

 

 

分科会等名：暫定保管と社会的合意形成に関する分科会 

 

１ 所属委員会名 高レベル放射性廃棄物の処分に関するフォローアップ検討委員会 

２ 委員の構成 １３名以内の会員又は連携会員 

３ 設 置 目 的 平成 24 年 9 月に取りまとめた回答「高レベル放射性廃棄物の処

分について」において、高レベル放射性廃棄物（使用済核燃料と再

処理後のガラス固化体の双方を想定）の暫定保管を提案したが、そ

の実施のためには、社会的に解決しなければならないいくつもの具

体的課題が存在する。暫定保管を実施するためには、その具体的実

現に際して、社会的に重視するべき規範的な基準と政策判断基準、

社会的に妥当な施設の数や配置の仕方、社会的な議論の進め方と合

意形成手続き、取り組み態勢と担当組織のあり方等について審議

し、学術的に合意できる暫定保管のありようを提示する必要があ

る。平成 24 年 9 月の回答においては、これらの論点にかかわりの

ある「科学的自律性の確保」「負担の公平性」「多段階合意形成の手

続き」などについて基本的考え方を示しているが、より具体的な次

元での審議と提案を行う。 

４ 審 議 事 項 高レベル放射性廃棄物の暫定保管に関する社会的に妥当な規範的

基準、議論の進め方と合意形成手続き、取り組み態勢と担当組織の

あり方に関すること 

５ 設 置 期 間 時限設置 平成 25 年 12 月 17 日～平成 26 年５月 30 日 

常  設 

６ 備    考 ※新規設置 
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【課題別委員会】 

○委員の決定（新規２件） 

 

（ 高レベル放射性廃棄物の処分に関するフォローアップ検討委員会 暫定保管

に関する技術的検討分科会 ） 

氏  名 所  属  ・  職  名 備  考 推 薦 

今田 髙俊 東京工業大学大学院社会理工学研究

科教授 第一部会員 第一部 

山地 憲治 公益財団法人地球環境産業技術研究

機構(RITE)理事・研究所長 第三部会員 第三部 

柴田 德思 公益社団法人日本アイソトープ協会

常務理事 連携会員 第三部 

千木良雅弘 京都大学防災研究所教授 連携会員 第三部 

中西 友子 東京大学大学院農学生命科学研究科

教授 連携会員 第二部 

 

 

（ 高レベル放射性廃棄物の処分に関するフォローアップ検討委員会 暫定保管

と社会的合意形成に関する分科会 ） 

氏  名 所  属  ・  職  名 備  考 推 薦 

今田 髙俊 東京工業大学大学院社会理工学研

究科教授 第一部会員 第一部 

小澤 隆一 東京慈恵会医科大学教授 連携会員 副会長 

小野 耕二 名古屋大学大学院法学研究科教授 連携会員 副会長 

齋藤 純一 早稲田大学政治経済学術院教授 連携会員 副会長 

寺西 俊一 一橋大学大学院経済学研究科教授 連携会員 第一部 

舩橋 晴俊 法政大学社会学部教授 連携会員 副会長 

 

 

  

提案５～６は提言等関係のため別添２～３を御覧ください。 

提案７は別添なし 



12



13



14



15




